
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ

ー
コ
ス
モ
ス
で
は
、
関
係
機
関
と
連

携
し
な
が
ら
、
障
害
の
あ
る
人
の
就

職
や
生
活
に
関
す
る
相
談
、
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
企
業
な
ど
か
ら
も
障
害
者

雇
用
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

と
き

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

と
こ
ろ

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス(

東
原
庁
舎

内)

※
相
談
者
の
都
合
に
合
わ
せ
て
訪
問

や
電
話
な
ど
で
も
対
応
し
ま
す

対
象
者

○
就
職
を
希
望
す
る
障
害
の
あ
る

人
、
ま
た
は
現
在
就
職
し
て
い
る

障
害
の
あ
る
人

○
障
害
者
雇
用
を
し
た
い
と
考
え
て

い
る
企
業
な
ど

内
容

■
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る
支
援

①
働
く
こ
と
に
関
す
る
相
談

対
象
者
や
そ
の
家
族
と
の
相
談
を

通
じ
て
、
本
人
の
希
望
や
障
害
特
性

を
把
握
し
、
就
職
に
向
け
た
支
援
の

方
向
性
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

②
職
業
評
価

職
業
評
価
の
実
施
機
関
で
あ
る
群

馬
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
へ
同
行
す

る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
者
に
ど
の
よ

う
な
仕
事
の
適
正
が
あ
る
か
を
見
極

め
、
そ
の
後
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

③
就
職
に
向
け
た
準
備

知
識
の
習
得
や
能
力
の
向
上
が
必

要
と
思
わ
れ
る
対
象
者
に
は
、
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
群
馬
障
害

者
職
業
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
訓
練
機
関

を
紹
介
す
る
な
ど
、
就
職
に
向
け
た

準
備
活
動
に
つ
い
て
支
援
し
ま
す
。

④
就
職
活
動
の
支
援

相
談
内
容
や
職
業
評
価
、
就
職
に

向
け
た
訓
練
の
内
容
を
踏
ま
え
、
必

要
に
応
じ
て
職
場
見
学
や
職
場
実
習

な
ど
の
段
階
を
経
な
が
ら
、
個
々
の

対
象
者
の
希
望
や
特
性
に
合
っ
た
就

職
先
を
探
し
ま
す
。

ま
た
、
職
場
見
学
や
職
場
実
習
の

受
け
入
れ
時
に
、
面
接
な
ど
に
同
行

す
る
こ
と
で
対
象
者
と
企
業
側
の
相

互
理
解
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
努
め

て
い
ま
す
。

⑤
職
場
定
着
支
援

対
象
者
の
就
職
後
は
、
職
場
に
お

け
る
心
配
事
や
悩
み
事
な
ど
に
つ
い

て
継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
と
も

に
、
他
の
就
業
支
援
機
関
や
医
療
機

関
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
定
着
に
向
け
た
各
種
支
援

を
行
い
ま
す
。

※
支
援
の
流
れ
は
下
表
の
と
お
り
で
す

■
企
業
に
対
す
る
支
援

新
た
に
障
害
者
雇
用
を
行
う
際
に

疑
問
や
不
安
を
感
じ
て
い
る
企
業
へ

の
助
言
の
ほ
か
、
既
に
障
害
者
雇
用

を
行
っ
て
い
る
企
業
に
対
し
、
企
業

と
障
害
の
あ
る
人
双
方
に
と
っ
て
よ

り
良
い
職
場
環
境
を
構
築
す
る
た
め

の
相
談
、
支
援
な
ど
を
行
い
ま
す
。

相
談
料

無
料

問
い
合
わ
せ

障
害
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス(

東
原

庁
舎
内)

1

４
４
０
０
へ
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ご
相
談
く
だ
さ
い

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－367415

幅広い雇用拡大につなげるため、国が実施する試行雇用奨励金制度を活用して、若年者等、中高年齢者、障害のある

人を原則３カ月間試行的に雇用する市内中小企業者に対して奨励金を交付します。

対象者

▽若年者等(45歳未満の人)

▽中高年齢者(45歳以上65歳未満の人)

▽障害のある人

※いずれも市内在住で、国が実施する試行雇用奨励金制度により試行的に雇用された人

奨励額 １人につき月額１万2,500円(最大３カ月間)

申し込み 所定の申請書に必要書類を添付し、国の支給決定通知書を受けた日から30日以内に産業振興課商工振興係へ

問い合わせ 産業振興課商工振興係1内線３２５５へ

※対象労働者は、いずれも雇い入れ現在の満年齢が65歳未満であり、本市に在住する人に限る
※交付金額は６カ月ごとに交付し、(  )内は短時間労働者の交付金額
※短時間労働者は、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう

トライアル雇用支援奨励金制度

障害者雇用を促進するため、国が実施する特定就職困難者雇用開発助成金制度を活用して、市内在住の障害のある人

を雇用した市内中小企業者に対して奨励金を交付します。

交付内容 下表のとおり

申し込み 所定の申請書に必要書類を添付し、国の支給決定通知書を受けた日からそれぞれ30日以内に、産業振興課

商工振興係へ

問い合わせ 産業振興課商工振興係1内線３２５５へ

特定求職者雇用企業奨励金制度

対象労働者

障害者雇用促進法第２条第２号又は４号に規定する身体障害
者、知的障害者

18万円
(９万円)

36万円
（18万円）

１年

１年６カ月

第１期９万円
(４万5,000円）
第２期９万円
(４万5,000円）

第１期12万円
(６万円）

第２期12万円
(６万円）

第３期12万円
(６万円)

障害者雇用促進法第２条第３号に規定する重度身体障害者

障害者雇用促進法第２条第５号に規定する重度知的障害者

障害者雇用促進法第２条第６号に規定する精神障害者

交付金額 交付期間 交付対象期ごとの交付金額

自
宅
に
パ
ソ
コ
ン
が
無
い
、
ま
た

は
あ
っ
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
で
き
な
い
人
な
ど
の
た
め
に
、
窓

口
で
申
請
手
続
き
を
す
る
と
自
分
の

年
金
記
録
を「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
す
る
場
合
は
、
基
礎
年
金
番

号
が
分
か
る「
年
金
手
帳
」や「
ね
ん

き
ん
定
期
便
」な
ど
の
書
類
が
必
要

で
す
。

ま
た
、
本
人
確
認
と
し
て
運
転
免

許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
顔
写
真
付

き
の
証
明
書
の
提
示
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
無
い
場
合
は
、
２
種
類
以

上(

健
康
保
険
証
・
預
金
通
帳
な
ど)

の
証
明
書
で
確
認
し
ま
す
の
で
忘
れ

ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
本
人
申
請
を
原
則
と
し
ま

す
の
で
本
人
以
外
が
申
請
す
る
場
合

は
、
本
人
の
署
名
捺
印
入
り
の
委
任

状
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課
戸
籍
年
金
係

1
内
線
３
１
３
５
、
渋
川
年
金
事

務
所
1
０
２
７
９
●
１
６
０
７
へ

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」の
サ
ー
ビ
ス
を

開
始
し
て
い
ま
す


